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t土

じ

め

=二
0
年
代
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
の
華
北
へ
の
侵
入
の
中
で
、
華
北
各
地
に
は
自
衛

の
た
め
の
集
固
に
端
を
渡
し
た
自
立
勢
力
が
出
現
す
る
。
既
に
一
九
四

0
年
代
に
、
愛
宕
松
男
氏
は
、
彼
等
に
つ
い
て
の
研
究
を
さ
れ
、
そ
れ

(

1

)

 

を
「
漢
人
世
侯
」
と
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
、

周
知
の
よ
う
に
、
金
朝
末
期
の
混
凱
と

「
漢
人
世
侯
」
に
つ
い
て
の
愛
宕
氏
の
研
究
は
、
以
後
の
翠
界
に
定
説
と
し
て
受
纏
が
れ
て
き
た

よ
り
詳
細
に
個
々
の
勢
力
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
再
検
討
を
目
指
そ
う
と
す
る
論
考
が
、
池
内
功
、
藤
島

(

2

)

 

建
樹
、
野
津
佳
美
と
い
っ
た
方
々
に
よ
っ
て
護
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

が
、
最
近
に
な
っ
て
、

「
漢
人
世
侯
」
の
中
で
も
強
大
な
も
の
の
一
つ
で
、
山
東
の
牟



島
部
を
勢
力
圏
と
し
た
、
李
全
・
李
壇
の
父
子
に
つ
い
て
、
従
来
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
李
氏
は
、
李
道
が
三
二
ハ
二
年
に

起
こ
し
た
、
モ
ン
ゴ
ル
に
劃
す
る
反
範
の
敗
北
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
が
、
こ
の
反
範
が
、
愛
宕
氏
に
よ
っ
て
、
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
持
つ
と

(

3

)

 

指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
ま
た
、
李
全
の
前
中
十
生
に
つ
い
て
は
、
池
内
功
氏
に
専
論
が
あ
る
。

さ
て
、
筆
者
は
、
か
ね
て
明
清
地
方
志
に
見
え
る
宋
一
元
史
料
、
と
く
に
石
刻
史
料
を
利
用
し
て
の
宋
元
山
東
地
域
社
舎
の
解
明
を
目
指
し
て

き
た
。
そ
し
て
、
清
末
か
ら
民
園
に
か
け
て
編
ま
れ
た
地
方
志
の
中
に
は
、
石
刻
に
つ
い
て
、
詳
し
い
絞
遮
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
こ
の
時
代

に
つ
い
て
、
多
く
の
史
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
が
、
と
く
に
こ
の
地
域
に
閲
し
て
は
、
石
刻
に
つ
い
て
詳
細
な
記
事
を
有
す
る
、
複
数
の
地
方

(

4

)

 

志
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
そ
の
過
程
で
知
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
も
前
に
述
べ
た
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
石
刻
の
多
く
は
、
そ
れ
を
書
い
た
人
々
も
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
人
々
も
、
こ
れ
ら
の
石
刻
以
外
に
は
、
歴
史
の
上

に
何
の
足
跡
も
残
さ
な
か
っ
た
人
々
で
あ
っ
て
、
従
来
の
文
献
資
料
の
そ
れ
と
は
、
異
な
る
世
界
を
我
々
の
前
に
提
示
し
て
く
れ
る
こ
と
が
期

待
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
李
氏
父
子
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、

一
二
六
二
年
の
李
道
の
反
飽
以
前
に
お
け
る
盆
都

・
離
州
を

- 27ー

中
心
と
す
る
山
東
の
半
島
部
一
帯
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
石
刻
史
料
を
材
料
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

李
全
と
李
理
1

史
料
を
め
ぐ
る
問
題

李
全
・
李
道
の
父
子
に
閲
す
る
基
本
史
料
と
し
て
は
、
嘗
然
の
事
な
が
ら
、
李
全
に
つ
い
て
は
『
宋
史
』

〈
各
四
七
六
、
七
)
の
、
李
種
に
つ

い
て
は
『
元
史
』
(
巻
二

O
六
)
の
本
俸
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
李
全
は
宋
朝
に
射
し
て
、
李
道
は
モ
ン
ゴ
ル
に
劃
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
反
範
を
起
し
た
存
在
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼
等
の
列
俸
は
、
い
ず
れ
も
叛
臣
俸
に
牧
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
歪
み
が
推
測

『
宋
史
』
の
李
全
俸
は
、
嘗
然
の
事
な
が
ら
准
東
を
め
ぐ
る
話
が
中
心
で
あ
り
、

俸
に
至
つ
て
は
、
そ
の
内
容
は
、
彼
の
反
観
の
経
過
の
銭
述
、
す
な
わ
ち
、
一
二
五

0
年
代
の
後
半
(
お
そ
ら
く
一
二
五
七
年
)
か
ら
の
、
す
で

に
山
東
に
勢
力
を
確
立
し
て
い
た
李
理
が
、
二
一
六
二
年
の
反
範
に
よ
っ
て
身
を
滅
ぼ
す
ま
で
の
過
程
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、

さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
記
述
の
内
容
も
、

『
元
史
』
の
李
壇
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重
要
な
問
題
を
持
つ
。

正
史
以
外
の
史
料
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
研
究
者
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
史
料
と
し
て
は
、

『
斉
東
野
語
』
や
『
銭

塘
遣
事
』
、
『
賛
乗
』
な
ど
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
、
南
宋
も
し
く
は
元
の
時
代
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
凱
と
の
時
開
的
関
係
で
言
う
と
、

同
じ
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は

『
湾
乗
』
巻
五
・
風
俗
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

此
に
由
り
て
こ
れ
を
言
わ
ば
、
忠
義
の
風
、
湾
の
俗
多
し
と
潟
す
。
不
幸
に
し
て
残
金
の
凱
、
李
全
父
子
、
此
の
方
に
盗
援
し
、
戸
は
編

ぜ
ら
れ
て
兵
と
漏
り
、
人
は
之
を
し
て
戦
わ
し
め
ら
る
。
父
は
南
に
叛
き
、
子
は
北
に
叛
く
。
衣
冠
の
族
饗
じ
て
卒
伍
と
震
り
、
忠
義
の

俗
染
め
ら
る
る
に
悪
名
を
以
て
す
。
全
は
群
盗
よ
り
起
り
、
的
に
何
れ
の
人
た
る
か
を
知
ら
ず
。
養
子
理
は
本
と
徐
希
覆
の
子
に
し
て
、

叉
、
異
類
よ
り
出
で
、
斉
の
氏
族
に
は
非
ら
ず
。
山
東
に
客
凱
し
て
、
民
を
劫
し
て
逆
を
魚
し
、
自
ら
速
に
諒
夷
せ
ら
る
。
然
れ
ど
も
俗

(
5〉

を
敗
り
善
を
汚
す
こ
と
、
緋
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

こ
の
よ
う
に
、
全
く
否
定
的
な
評
慣
に
終
始
し
、
李
道
に
至
つ
て
は
、
そ
も
そ
も
山
東
の
人
聞
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

お
話
に
も
な
に
も
な

28 -

ら
な
い
、
と
い
っ
た
調
子
で
あ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
嘗
時
の
あ
る
程
度
公
式
的
な
李
氏
翻
で
あ
っ
た
と
言
え
、
元
朝
の
漢
地
支
配
に
大

き
な
影
響
を
興
え
た
と
さ
れ
る
程
の
反
凱
を
起
し
た
李
道
で
あ
る
か
ら
、
元
朝
支
配
の
下
で
は
、
否
定
的
な
許
債
を
受
け
る
の
は
、
む
し
ろ
蛍

然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
史
料
欣
況
の
ゆ
え
に
、
李
全
お
よ
び
そ
の
後
縫
者
で
義
見
の
李
理
が
、
そ
の
勢
力
圏
に
お
い
て
、
ど
の

よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
李
理
の
飽
以
前
、

す
な
わ
ち
、

李
氏
が
山
東
の
支
配
者
と
し
て
、

現
に
君
臨
し
て
い
た
時
代
に
は

も
っ
と
違
う
内
容
を
持
つ

た
護
言
が
存
在
し
て
も
い
い
筈
で
あ
る
。

こ
こ
で
、

注
目
し
た
い
の
が

石
刻
史
料
の
持
つ
同
時
代
性
と
い
う
メ
リ
γ
ト
で
あ
る
。

そ
の
石
が
刻
さ
れ
た
時
黙
で
、
史
料
と
し
て
の
内
容
を
固
定
さ
れ
て
い
る
勅

こ
こ
で
は
、

す
な
わ

ち
、
石
刻
史
料
は
、
特
殊
な
場
合
(
例
え
ば
削
除
迫
刻
)
を
除
き
、

李
道
の
飽
の
よ
う
な
場
合
に
、

で
あ
る
。

こ
の
メ
リ
ッ
ト
が
利
用
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
時
代
に
李
氏
と
関
わ
っ
た
現

地
の
人
々
の
残
し
た
碑
文
を
通
し
て
、
従
来
の
史
料
で
は
明
ら
か
に
出
来
な
か
っ
た
何
が
明
ら
か
に
出
来
る
か
を
、
試
み
て
み
た
い
と
考
え
て



い
る
。そ

れ
と
、
も
う
一
つ
燭
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
李
全
と
李
道
と
の
閥
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
大
き
な
疑
問
が
一
つ
存

在
す
る
貼
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

彼
の
反
乱
の
経
過
に
限
ら
れ
、

コ
克
史
』
の
李
壇
俸
の
記
述
内
容
と
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

彼
の
地
位
獲
得
の
経
過
に
つ
い
て
は
、

『
元
史
』
の
李
壇
俸

鰯
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

具
桂
的
に
言
う

『
元
史
』
李
種
俸
は
、
彼
が
李
全
の
子
も
し
く
は
義
子
で
あ
る
事
か
ら
書
き
お
こ
し
、

遂
に
襲
い
て
盆
都
行
省
と
篤
り
、
何
り
て
其
の
地
を
専
制
す
る
を
得
た
り
。
朝
廷
数
々
兵
を
徴
す
る
も
、
輔
ち
詑
辞
し
て
至
ら
ず
。
憲
宗
七
年

:
・
」
と
績
け
る
。
つ
ま
り
、
具
睡
的
な
銃
述
は
、
憲
宗
七
年
す
な
わ
ち
一
二
五
七
年
に
な
っ
て
か
ら
の
事
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
罪
で
あ

り
、
彼
が
何
時
金
都
行
省
を
纏
い
だ
の
か
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
『
元
史
』
の
本
紀
に
お
い
て
も
、
李
瑳
の
名
が
最
初
に
見
え
る
の
は
、

憲
宗
本
紀
の
八
年
四
月
の
僚
の
盆
都
行
省
李
壇
が
徴
兵
を
拒
否
す
る
記
事
で
あ
っ
て
、
事
態
は
や
は
り
同
様
で
あ
る
。
一
方
、

と

=
=
二
年
に
李
全
が
死
ん
だ
事
を
述
べ
、

--， 
壇

『
宋
史
』
の
李

- 29一

全
俸
で
は
、

一二

「
山
東
に
鼠
揖
購
師
し
、
叉
敷
年
に
し
て
後
、
舞
す
」
と
し
て
お
り
、
彼
女
が
数
年
後
に
死
ん
で
い
る
事
が
分
る
が
、
李
道
に
つ
い
て
は
停
末
に

「
全
子
壇
」
と
一
旬
鍋
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
李
壇
に
よ
る
地
位
の
纏
承
に
つ
い
て
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

確
か
に
『
元
史
』
の
本
紀
な
ど
に
闘
し
て
は
、
そ
の
記
事
の
封
象
範
圏
が
あ
る
分
野
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
ず
、
李
道
の
名
が
見
え
な

い
の
も
、
有
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
の
見
出
し
得
た
限
り
で
は
、
『
宋
史
』
・
『
元
史
』
を
通
じ
て
、
日
附
を
伴
っ

た
記
事
で
李
壇
の
名
の
見
え
る
一
番
早
い
例
は
、
『
宋
史
』
地
理
志
の
海
州
の
僚
の
、
「
海
州
:
:
:
淳
祐
十
二
年
、
全
子
壇
叉
援
之
」
(
巻
八
八
・

地
理
士
、
山
四
)
と
い
う
記
事
の
よ
う
で
、

南
宋
の
淳
祐
一
二
年
、

す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
の
憲
宗
の
二
年
、

『
宋
史
』
や
『
元
史
』
で
は
何
も
分
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
な

西
暦
で
い
う
と
一
二
五
二
年
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
結
局
、
こ
の
間
二
十
年
程
の
李
氏
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、

ら
ざ
る
を
え
な
い
。

455 

こ
の
事
は
、
正
史
以
外
の
史
料
に
闘
し
て
も
同
様
で
、
元
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
編
年
瞳
の
歴
史
書
『
宋
史
全
文
績
資
治
遁
鑑
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(

6

)

 

長
編
』
や
『
逼
鑑
綾
編
』
に
お
い
て
も
、
李
壇
の
名
が
-
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、

一一一六

O
)
と
い
っ
た
時
期
に
な
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
山
東
、

『
逼
鑑
績
編
』
が
賓
祐
三
年
(
モ
ン
ゴ
ル
の
簸
宗
五
年
、

五

五
)
、
『
宋
史
全
文
』
で
は
、
景
定
元
年
(
中
統
元
年
、

盆
都
一
帯
及
び
李
氏
が

ど
の
よ
う
な
朕
況
で
あ
っ
た
の
か
は
、
大
き
な
謎
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

石
刻
か
ら
見
た
李
氏
の
時
代

山東李氏関係石刻リスト

大朝王公雄葬立石記〔民図昌祭服績志

昭武大j降軍総管高戸萎房墓碑

〔民園牟卒肱志各9，同治重修寧海州定、各25J註

元自市総管鴻君増築墳墓之記〔光緒盆都l際園志 巻28J

玄都槻碑〔光緒司書修登州府志各65，民図牟卒豚志巻 9J

縦州新試院園〔民圏構rel豚定、 各40J

重修欝聖院記〔民闘機豚志各40J

段氏修建租坐記〔民図昌繁勝績志巻17J

崇寧院記〔民園踊:f!肱志 巻40J

李種の蹴〕

各17J1236 
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口
註:時代が下がり，排印本ではあるが，民園志の方が，碑刻の

テキストとしては勝れている。

そ
れ
で
は
、
こ
の
論
文
で
主
題
に
し
よ
う
と
す
る
、
李
壇
の
蹴
護
生
以
前
の
時
期
に
立
て

ら
れ
た
石
刻
と
い
う
の
は
、
現
在
幾
つ
ぐ
ら
い
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆

者
の
知
り
得
た
碑
刻
に
つ
い
て
、
リ
ス
ト
を
作
製
し
た
の
で
、
上
の
表
を
ま
ず
参
照
し
て
い

ニJ
-
P
2

こ、。

チ
'
ナ
r
占
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ナ
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さ
て
、
表
に
掲
げ
た
李
氏
と
同
時
代
の
石
刻
の
う
ち
、
先
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
山
東
牢

島
の
北
側
、
激
海
湾
沿
岸
の
寧
海
州
牟
卒
鯨
に
あ
る
、
萎
房
、
萎
思
明

・
思
聴
の
萎
氏
二
代

に
か
か
わ
る
二
つ
の
石
刻
、
す
な
わ
ち
、
「
昭
武
大
将
軍
総
管
首
門
戸
萎
房
墓
碑
」
と
「
玄
都

観
碑
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
李
全
に
仕
え
た
寧
海
出
身
の
武
将
菱
房
の
墓
碑
で
あ
り
、
後
者

は
、
牟
卒
腕
城
南
郊
に
あ
っ
た
全
員
数
の
道
観
の
重
修
碑
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ

て
、
こ
の
美
氏
二
代
の
、
李
氏
と
の
閥
わ
り
を
み
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
「
菱
房
墓
碑
」
で
あ
る
が
、
表
に
も
掲
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
碑
は
モ
ン
ゴ
ル
の
憲
宗

一
二
五
五
年
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
、
『
同
治
重
修
寧
海
州
志
』
(
巻
二
五
・

『
民
園
牟
卒
鯨
志
』
(
巻
九
・
文
献
志
金
石
〉
に
移
録
さ
れ
て
い
て
、

五
年
、

議
文
上)、

讃
む
事
が
で

き
る
。
そ
こ
に
は
「
公
(
萎
房
〉
、
官
に
在
る
こ
と
凡
そ
一
十
九
年
、
庚
子
の
秋
九
月
五
日
、



病
を
以
て
任
に
卒
す
、
享
年
五
十
有
六
」
と
あ
っ
て

一
二
四

O
年
に
死
ん
だ
菱
房
が
、
十
九
年
間
官
に
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
話
は
、

二
一
年
頃
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
と
な
る
。
墓
碑
は
、
そ
の
嘗
時
の
寧
海
に
つ
い
て
、
「
曾
ま
た
ま
金
季
大
に
飢
れ
、
阻
山
漬
海
の
郷
、
盗

賊
尤
も
蟻
ん
な
り
、
千
高
群
と
漏
り
、
林
谷
に
噺
棄
し
、
比
ろ
お
い
人
を
猶
L
て
以
て
食
に
充
つ
。
居
民
こ
れ
に
苦
し
み
、
自
活
す
る
能
わ

門

7
)

わ

れ

ず
」
と
い
う
よ
う
な
朕
況
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
墓
碑
に
「
乃
翁
身
を
白
屋
に
起
こ
し
」
と
あ
っ
て
、
も
と
も
と
卒
民
出
身
で
は
あ

る
が
、
「
郷
黛
其
の
人
と
な
り
を
異
と
し
、
威
な
こ
れ
を
推
重
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
郷
黛
の
望
を
措
っ
て
い
た
菱
房
は
、
こ
の
様

な
朕
況
に
劃
し
、
こ
の
時
期
に
他
の
地
域
で
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
域
の
自
衛
に
、
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
墓

碑
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

公
、
憂
衆
の
心
有
り
、
慨
然
と
し
て
済
物
を
以
て
己
が
任
と
篤
し
、
迭
に
土
豪
を
糾
合
し
、
義
放
を
率
集
し
、
患
難
を
冒
し
、
難
危
を
歴

一
方
の
人
、
公
に
頼
り
て
存
す
る
を
得

て
、
竪
を
被
り
、
鏡
を
執
る
こ
と
累
年
、
寛
に
以
て
そ
の
元
兇
を
醸
し
、

(

8

)

 

た
る
も
の
、
勝
て
記
す
べ
か
ら
ず
。

そ
の
徐
黛
を
卒
ら
ぐ
。

他
の
史
料
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
山
東
牟
島
北
部
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
一
一
二
三
年
、

一
方
、
三
二
四
年
に
は
、
紅
襖
軍
の
楊
安
見
(
李
全
の
妻
楊
氏
の
兄
で
あ
る
)
の
手
に
落
ち
、
金
持
僕
散
安
貞
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
て
い
る
し
、

=
二
七
年
か
ら
二
二
九
年
に
か
け
て
は
、
李
全
と
金
朝
と
が
、
青
州
(
盆
都
〉
を
中
心
に
、
こ
の
地
域
を
め
ぐ
っ
て
、
取
っ
た
り
取
ら
れ

た
り
の
一
進
一
退
の
朕
態
で
あ
っ
た
の
が
、
三
二
九
年
に
至
っ
て
、
李
全
に
説
得
さ
れ
て
、
張
林
と
い
う
人
物
が
、
莱
州
や
寧
海
州
を
含
む

李
全
の
支
配
下
に
入
り
、

二
二
七
年
と
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
を
受
け
る

- 31-

一
二
州
を
以
て
宋
に
降
っ
て
、

一
躍
の
決
着
が
つ
く
(
『
宋
史
』
李
全
停
〉
。

そ
の

一
方
で、

一
一
二
八
年
の
五
月
に

〈

9
)

「
莱
州
の
民
」
曲
貴
が
節
度
使
を
殺
し
て
、
南
宋
と
結
ぼ
う
と
計
り
、
金
に
討
伐
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
件
も
起
っ
て
い
る
。
上
述
の
墓
碑

の
記
事
は
、
こ
う
し
た
朕
況
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
嘗
時
山
東
牢
島
を
経
略
中
で
あ
っ
た
李
全
と
菱
房
と
の
出
舎
い
に
つ

は

457 

い
て
、
墓
碑
は
、

時
に
少
保
相
公
李
君
、
方
に
山
東
を
整
頓
す
る
を
以
て
務
と
震
す
。
其
の
忠
義
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
嘉
み
し
、
特
に
授
く
る
に
本
州
同
知
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の
職
を
以
て
す
。

と
述
べ
、
菱
房
の
活
躍
を
知
っ
た
李
全
一
が
、
彼
を
そ
の
支
配
下
に
入
れ
、
お
そ
ら
く
在
地
で
の
質
際
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
「
寧
海
州
同

知
」
の
地
位
を
興
え
た
こ
と
が
分
る
。
こ
れ
が
、
房
の
出
仕
の
始
め
で
あ
り
、
死
去
の
年
か
ら
逆
算
し
て
、

一
一
二
二
年
の
事
で
あ
っ
た
と
推

「
昭
武
大
将
軍
元
帥
左
監
軍
寧
海
州
刺
史
」
と
な
り
「
躍
離
菖
密
寧
海
等
州
総
管
寓

ハ
ロ
)

戸
」
を
加
授
さ
れ
た
上
に
、
金
符
を
輿
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

測
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
房
は
、
最
後
に
は
、

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

一
二
一
一
二
年
正
月
に
李
全
は
揚
州
で
戦
死
し
て
お
り
、
本
俸
に
よ
れ
ば
、
妻
の
楊
氏
も
そ
の

数
年
後
に
死
ん
だ
と
言
う
。
さ
ら
に
、

三
三
年
一
二
月
に
は
、
山
東
半
島
が
完
全
に
モ
ン
ゴ
ル
の
支
配
下
に
陥
ち
て
い
る
事
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

房
に
、
何
時
、
誰
が
菱
房
に
こ
れ
ら
の
官
職
を
奥
え
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
黙
で
あ
る
。

そ
し
て
、
萎
房
の
死
後
に
つ
い
て
、
墓
碑
に
は
、

嗣
後
、
山
東
准
南
等
路
行
省
相
公
李
君
、
先
少
保
の
子
な
り
。
公
の
徳
を
念
じ
、
其
の
代
を
蛙
せ
ん
と
欲
し
、
遂
に
其
の
長
子
を
表
し
、

し
(
ロ
)

綿
管
の
符
簡
を
承
が
停
め
、
次
子
に
は
本
郡
刺
史
の
職
を
襲
わ
偉
む
。

『
元
史
』
に
は

「金
人
、
海
祈
莱
縦
等
の
州
を
以
て
来
降
す
」

(
巻
二
太
宗
本
紀
)
と
あ
っ
て
、

一
二
四

O
年
ま
で
生
き
て
い
た
菱

- 32ー

「
先
少
保
の
子
」
で
あ
っ
て
、

位
を
分
け
て
継
承
す
る
事
が
認
め
ら
れ
て
、
兄
の
思
明
が
線
管
を
趨
ぎ
、
弟
の
思
聴
が
刺
史
を
縫
い
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
縫
承
を

認
め
た
「
先
少
保
の
子
」
は
、
碑
文
の
書
か
れ
た
一
二
五
五
年
と
い
う
時
期
や
そ
の
地
位
か
ら
、
李
壇
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
さ

「
山
東
准
南
等
路
行
省
相
公
」
の
「
李
君
」
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
父
の
地

と
あ
り
、
そ
の
二
人
の
息
子
は
、

ら
に
碑
文
は
兄
は
「
昭
武
大
将
軍
元
帥
左
監
軍
」
に
、
弟
は
「
昭
毅
大
将
軍
元
帥
右
監
軍
」
に
累
遁
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
碑

が
立
て
ら
れ
た
の
は
、
房
が
死
ん
で
十
五
年
を
経
た
一
二
五
五
年
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
等
の
縫
承
が
、
父
房
の
死
の
直
後
に
行
わ
れ
た
か
ど
う

か
に
も
、
疑
問
が
残
る
が
、
以
上
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
(
三
七
頁
〉
。

次
の
「
玄
都
観
碑
」
は
、

「
戊
午
十
月
望
日
」
、
す
な
わ
ち
憲
宗
八
年
、

一
二
五
八
年
の
年
記
を
持
つ
。
碑
の
本
文
の
大
部
分
は
、
牟
卒
懸
の



南
郊
に
あ
っ
た
道
親
、
玄
都
観
の
創
建
と
そ
の
重
修
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
り
、
全
員
数
の
史
料
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
菱
氏

〈
刊
日
)

兄
弟
は
、
文
中
に
は
、

重
修
の
援
助
者
と
し
て
名
を
出
す
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
碑
末
に
あ
る
列
名
で
あ
る
。
、そ
こ
に

は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

牟
卒
廓
丞
劉
園
機

牟
卒
鯨
管
民
長
官
賀
元
吉

昭
裁
大
賂
軍
元
帥
左
監
軍
寧
海
州
刺
史
乗
知
軍
事
菱
思
聴

昭
毅
大
将
軍
元
帥
右
監
箪
寧
海
州
管
民
長
官
粂
腰
椎
菖
密
等
鹿
線
管
寓
戸
萎
思
明

寧
海
州
等
慮
都
達
魯
花
赤
必
里
海

こ
こ
で
は
、
思
明
・
思
聴
の
兄
弟
が
、
ま
さ
に
「
墓
碑
」
に
書
か
れ
て
い
た
ご
と
く
、
父
の
地
位
を
二
分
し
て
、
名
を
連
ね
て
お
り
(
た
だ
し
、

監
軍
の
「
左
右
」
が
「
墓
碑
」
と
反
封
〉
、
菱
氏
の
勢
力
は
、
そ
の
ま
ま
二
人
の
息
子
に
世
襲
さ
れ
た
の
を
確
認
で
き
、

お
け
る
萎
氏
の
勢
力
が
縫
績
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
う
事
が
出
来
る
。

た
だ
し
、
こ
の
二
代
と
も
に
、
そ
の
名
乗
っ
て
い
る
官
職
、
と
く
に
管
轄
範
圏
が
、
ど
の
く
ら
い
賓
態
を
反
映
し
た
も
の
か
は
疑
問
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
各
地
域
が
、
全
て
彼
の
支
配
下
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
菱
房
は
金
符
を
興
え
ら

れ
て
い
る
し
、
兄
弟
が
力
を
轟
く
し
た
玄
都
観
の
重
修
碑
に
は
、
寧
海
等
慮
都
達
魯
花
赤
の
必
里
海
も
名
を
連
ね
て
い
る
以
上
、
そ
の
地
位

が
、
モ
ン
ゴ
ル
政
権
の
何
等
か
の
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
萎
氏
の
貫
際
の
勢
力
範
園
が
、
ど
こ
ま
で
で
あ
っ
た
の
か

こ
の
時
黙
で
も
、

寧
海
に

- 33ー

は
、
今
の
と
こ
ろ
確
め
る
す
べ
も
な
い
が
、
『
光
緒
棲
霞
麻
績
志
』
巻
一
・
古
蹟
補
遣
の
引
く
、
棲
霞
鯨
に
あ
っ
た
道
観
「
買
都
宮
」
の
高
機

の
策
名
に
「
口
(
昭
か
〉
毅
大
将
軍
元
帥
左
監
軍
寧
海
州
刺
史
功
徳
主
菱
思
聴
」
と
見
え
る
事
か
ら
も
、
単
な
る
牟
卒
鯨
あ
る
い
は
寧
海
州
の

範
圏
は
越
え
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

な
お
、
一
二
六
二
年
の
李
理
の
凱
の
後
の
萎
氏
に
つ
い
て
は
、
何
も
俸
え
る
史
料
が
な
く
、
李
氏
と
運
命
を
共
に
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る

459 
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が
、
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
他
、
李
氏
と
碑
の
主
人
公
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
石
刻
を
見
て
み
る
と
、
「
大
朝
王
公
躍
葬
立
石
記
」
(
一
二
三
六
立
石
〉
に
見

え
る
昌
祭
鯨
の
王
義
の
場
合
、
「
山
東
准
南
都
行
省
相
公
に
随
い
、
都
統
制
に
移
遷
し
、
乗
て
承
節
郎
昌
祭
鯨
令
を
授
け
ら
れ
る
」
と
あ
る
(
註
げ

参
照
〉
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
例
と
し
て
、
「
線
管
鴻
君
増
築
墳
蓋
記
」
(
一
二
五
七
立
石
〉
の
絞
字
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
盆
都
府

者
ノ
鴻
彰
が
、
官
途
に
つ
い
た
き
っ
か
け
を
述
べ
た
箇
所
が
、
「
法
事
(
改
行
〉
口
府
大
行
口
相
公
」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
碑
に
は
、
他
に
依
字
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
な
い
事
か
ら
考
え
る
と
、
李
壇
を
指
す
字
句
を
観
の
後
に
削
除
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〈
も

っ
と
も
、
そ
の
後
に
「
外
に
爪
牙
と
作
り
、
内
に
心
腹
と
篤
り
て
、
大
い
に
信
用
せ
ら
る
」
と
緩
い
て
い
て
は
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
が
)
。

そ
れ
で
は
、
李
理
の
凱
以
後
の
石
刻
に
は
、
李
氏
の
時
代
の
事
は
ど
う
鯛
れ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
李
道
の
観
以
後
の
盆
都
地
域
に
お
け

る
戦
後
鹿
理
の
委
を
、
や
は
り
石
刻
を
逼
し
て
見
て
み
る
事
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
別
に
作
業
を
進
め
つ
つ
あ
る
が
、
石
刻
の
多
く
は
李
氏
と

- 34ー

の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ロ
を
閉
ざ
し
て
語
ら
ず
、
ま
る
で
李
氏
な
ぞ
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
の
が

一
般
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
例

え
ば
、
挑
迭
の
『
牧
巷
集
』
や
劉
敏
中
の
『
中
巷
集
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
、
李
理
討
伐
関
係
者
の
碑
俸
の
中
に
、
李
道
の
名
や
「
青
窟
」
の

語
が
頻
出
す
る
の
と
は
、
好
針
照
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
中
に
も
例
外
は
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
『
盆
都
金
石
記
』
(
巻
四
)
、

『
山
左
金
石
志
』
(
巻
二
二
、
た
だ
し
移
録
は
な
く
、
考
査
も
『
盆

都
金
石
記
』
に
よ
る
の
み
)
、

『
光
緒
盆
都
照
園
士
山
』

石
)
な
ど
は
、
李
全
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
物
語
る
。

(
径
二
八
)
に
そ
れ
ぞ
れ
牧
録
さ
れ
て
い
る
、

「
故
謬
州
知
州
董
公
神
道
之
碑
」
(
二
ニ
O
二
立

績
に
盆
都
に
至
る
。

年
十
有
五
な
り
。
李
帥
試
み
る
に
、
能
く
す
る
所
を
以

て
し
、
凡
そ
事
は
威
な
其
の
宜
し
き
を
得
た
り
。
公
の
用
う
べ
き
を
知
り
、
以
て
親
兵
と
帰
す
。
園
王
南
来
し
、
李
帥
迎
降
し
て
、
承
制

義
軍
李
帥
有
り
、
公
(
董
進
)
の
諸
子
に
異
な
る
を
見
る
。

し
て
以
て
盆
都
行
省
た
り
。
西
に
金
人
を
拒
み
、
南
に
楚
冠
を
御
し
、

日
に
尋
で
干
支
し
、
以
て
相
征
討
す
。
公
は
家
絡
と
漏
り
、
常
に

前
鋒
に
嘗
る
。
楚
州
を
攻
む
れ
ば
、
則
ち
整
弧
を
張
り
て
、
以
て
先
ず
登
り
、
海
州
を
襲
え
ば
、

則
ち
泉
比
を
蒙
り
て
先
ず
犯
す
。
公
の
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競
勇
を
喜
び
、
委
ね
て
爪
牙
と
震
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
こ
の
後
、
李
全
の
死
後
の
問
題
に
つ
い
て
鏑
れ
た
後
は
(
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
後
述
〉
、
い
つ
の
間
に
か
、
李
壇
の
範
の

戦
後
慮
理
を
措
嘗
し
た
、
撒
士
ロ
思
と
の
関
係
に
話
が
韓
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
(
も
っ
と
も
、
李
全
は
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
に
反
逆
し
た
謬
で
は
な
い
が
)
。

寧
海
の
萎
氏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

て
、
支
配
圏
を
横
大
・
確
立
し
て
い
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
石
刻
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
李
氏
と
彼
等
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
李
氏
が
、
山
東
半
島
の
各
地
に

そ
の
支
配
下
の
人
々
と
と
も
に
、
一
自
己
の
勢
力
の
中
に
取
込
む
事
に
よ
っ

在
地
有
力
者
を
、

お
い
て
、

李
全
か
ら
李
壇
へ
|
空
白
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て

さ
て
、
こ
の
論
文
の
最
初
に
提
出
し
た
も
う
一
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
李
全
と
李
壇
の
聞
に
史
料
上
存
在
す
る
空
白
に
つ
い
て
も
、
可
能
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一
腹
の
見
解
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
な
お
、
前
簡
で
、
い
く
つ
か
「
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
」
と
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
い
ず
れ
も
こ
の
問
題
と
関
わ
り
が
あ
る
故
で
あ
り
、
以
下
で
検
討
を
加
え
る
。

最
初
に
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
第
一
節
で
述
べ
た
こ
と
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
く
と
、
『
宋
史
』
・
『
元
史
』
と
い
う
こ
つ
の
正
史
、
及
び

編
年
史
料
を
は
じ
め
と
す
る
こ
の
時
期
の
研
究
に
従
来
用
い
ら
れ
て
き
た
史
料
に
擦
る
限
り
、
二
三
二
年
の
李
全
の
死
後
、
一
二
五
二
年
に

至
る
聞
の
李
壇
お
よ
び
盆
都
二
慣
の
献
況
は
不
明
で
あ
り
、
言
い
替
え
れ
ば
李
種
の
権
力
獲
得
の
過
程
も
ま
た
不
明
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で

『
元
史
』
で
、
唯
一
こ
の
黙
に
関
わ
る
箇
所
は
、
「
李
壇
俸
」
に
あ
る
、
中
統
元
年
ハ
一
二
六
O
)

な
範
園
で
、

あ
る
。

の
李
道
の
上
言
の
中
の
「
臣
所
領

盆
都
、

土
噴
人
稀
、

一
二
六

O
年
の
八
年
前
と
言
え
ば
一
二
五
二
年
に
な
り
、

ま
さ
に
こ
の

自
立
海
州
、
今
八
載
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

年
か
ら
李
壇
が
海
州
に
進
出
し
て
い
た
と
い
う
『
宋
史
』
地
理
志
の
記
事
の
裏
附
け
と
な
る
。

に
置
い
て
い
た
事
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
れ
以
前
か
ら
、

盆
都
を
支
配
下

し
か
し
、

司そ
れ
が
、

ど
こ
ま
で
遡
り
う
る
か
は
、

依
然
不
明
で
あ

461 

る。
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逆
に
、
李
全
の
死
後
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、

『
宋
史
』
の
李
全
俸
に
よ
れ
ば
、
揚
州
で
の
李
全
の
戦
死
を
知
っ
た
楊
氏
は
、
准
東
を
放
棄

し
、
さ
ら
に
、
漣
水
を
鰹
て
山
東
に
入
っ
て
、
敷
年
後
に
死
ん
だ
と
あ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
前
述
し
た
。
し
か
し
、
先
に
も
引
用

し
た
「
故
謬
州
知
州
董
公
神
道
之
碑
」
は
、
そ
の
聞
の
消
息
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

帥
〈
李
全
〉
既
に
山
東
を
卒
定
し
、
准
海
を
呑
む
を
志
し
、
因
て
揚
州
を
攻
め
、
城
下
に
残
す
。
公
(
董
進
)
曙
下
を
率
い
、
其
の
夫
人
楊

氏
を
推
し
、
擢
り
に
軍
務
を
主
せ
し
め
、
衆
皆
悦
服
す
。
越
え
て
明
年
、
楊
氏
入
観
し
、
夫
の
職
を
紹
ぐ
を
得
た
り
。
公
に
慢
す
に
軍
帥

の
名
を
以
て
し
、
征
氏
の
第
を
代
わ
ら
し
む
。
叉
、
常
に
俸
に
乗
り
て
闘
に
赴
き
、
事
を
奏
し
諸
物
を
進
貢
せ
し
む
。
楊
氏
政
を
辞
す
る

(

日

山

)

ゃ
、
公
も
亦
つ
い
で
丘
(
柄
を
解
か
れ
、
改
め
て
高
密
予
に
署
せ
ら
る
。

す
な
わ
ち
、
楊
氏
は
醤
李
全
軍
圏
に
お
い
て
、
李
全
の
後
縫
者
と
し
て
推
戴
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
翌
一
二
三
一
一
年
に
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
に
入
観

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
位
の
縫
承
を
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
そ
の
地
位
か
ら
楊
氏
は
離
れ
、
墓
碑
が
そ
の
補

佐
的
地
位
に
い
た
と
言
う
査
進
も
、
李
全
軍
国
と
は
離
さ
れ
て
、
高
密
予
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
何
時
の
事
か
、
こ

『
宋
史
』
李
全
俸
の
言
う
よ
う
に

「数
年
後
」
に
楊
氏
が
死
ん
だ
と
す
れ
ば
、

長
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
依
然
と
し
て
李
壇
の
出
現
ま
で
に
、
空
白
の
時
聞
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

の
碑
文
は
語
つ
て
は
い
な
い
。

し
か
し

そ
れ
ま
で
の
時
聞
が
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こ
の
空
白
の
時
聞
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
元
史
』
の
記
事
は
も
と
よ
り
、
先
掲
の
リ
ス
ト
で
も
分
る
よ
う
に
、

石
刻
史
料
も

一
二
五

0
年
代
に
な
ら
な
い
と
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
石
刻
史
料
を
も
含
め
て
、
こ
の
時
期
の
奮
李
全
支
配
地
域
に

そ
の
朕
況
を
俸
え
る
史
料
は
、
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
李
種
の
時
代
に
な
っ
て
書
か
れ
た
石
刻
史
料
が
、
ま
だ

つ
い
て
、

し
も
時
間
的
に
近
接
し
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
中
で
、

一
二
三
六
年
と
、
李
全
の
死
と
時
間
的
に
近
接
し
た
日
附
を
持
つ
の
が
、
先
に
も
引
い
た
、

「
大
朝
王
公
躍
葬
立
石
記
」
で
あ

る。

こ
れ
に
つ
い
て

ま
ず
見
て
み
た
い
。

そ
こ
で
は

「
行
省
相
公
」
(
こ
の
場
合
は
李
全
)
か
ら
昌
祭
鯨
令
他
の
地
位
を
輿
え
ら

(

げ

)

や
は
り
宣
武
将
軍
昌
繁
鯨
令
の
官
を
輿
え
ら
れ
た
と
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
後
者
、

王
義
が
、

れ
た
の
に
績
い
て
、

「
太
師
園
王
」

〈
字
魯
〉
か
ら
、



す
な
わ
ち
モ
ン
ゴ
ル
の
権
力
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
位
が
再
度
授
輿
さ
れ
て
い
る
黙
で
あ
る
。
ま
た
、
「
董
準
墓
碑
」
に
よ
れ
ば
、
李
全
の
未

亡
人
楊
氏
は
「
政
を
欝
」
し
、
董
準
自
身
も
、
兵
柄
を
解
か
れ
た
上
で
、
高
密
否
ノに
「
署
」
せ
ら
れ
て
い
る
。
彼
等
に
劃
し
こ
の
よ
う
な
行
動

に
出
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
は
、

モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
も
し
く
は
嘗
一
該
地
域
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
人
権
力
者
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
し
て
見
る
と
、
李
全
の
死
後
、
こ
の
地
域
は
モ
ン
ゴ
ル
の
直
接
支
配
下
に
、

い
っ
た
ん
入
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
寧
海
菱
氏
の
場
合
に
お
い
J

て
疑
問
と
し
で
残
し
た
、
萎
房
が
一
二
四

O
年
に
死
ぬ
ま
で
に
、
そ
の
地
位
を
昇
進
さ
せ
績
け
、
金

符
ま
で
輿
え
た
の
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
も
、
は
っ
き
り
す
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
か
は
、
今
は
全
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
一
二
四

0
年
代
の
何
時
か
に
、
李

(
叩
叫
)

全
の
義
見
で
あ
る
と
い
う
李
壇
に
よ
っ
て
、
盆
都
に
お
け
る
李
氏
の
勢
力
が
復
活
す
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
『
昌
築
鯨
績
士
山
』
所
放

の
「
段
氏
修
建
粗
壁
記
」
(
一
一
一
六
一
立
石
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
碑
の
立
て
ら
れ
た
一
二
六
一
年
嘗
時
に
、
知
昌
祭
鯨
事
で
あ
っ
た
段
締
が
、

か
つ
て
「
大
都
督
行
省
相
公
」
に
、
「
提
領
昌
祭
豚
事
」
に
抜
擢
さ
れ
た
と
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
今
に
抵
る
ま
で
十
五
年
」
と
あ
る
か
ら
、
一

二
四
六
年
噴
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
う
「
大
都
督
行
省
相
公
」
は
、
李
壇
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
李
種
の
こ
の
地
域
で
の
存
在
は
少
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な
く
と
も
こ
の
時
鮎
ま
で
は
、
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
言
え
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
論
文
の
始
め
に
お
い
て
、
石
刻
史
料
が
、
そ
の
同
時
代
性
に
お
い
て
債
値
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
よ
り

厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
第
一
義
的
に
は
、
そ
の
立
石
の
時
黙
の
史
料
と
し
て
の
意
味
を
、
石
刻
は
持
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の

ま
ず
一
二
五
五
年
と
い
う
立
石
の
時
黙
の
史
料
と
し
て
み
る
べ

貼
か
ら
寧
海
の
萎
房
の
墓
碑
に
つ
い
て
見
な
お
し
て
み
る
と
、
こ
の
石
刻
は
、

き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
一
二
五
五
年
の
眼
で
見
た
、
萎
房
の
生
涯
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

墓
碑
を
始
め
墓
に
闘
す
る
石
刻
に
お
い
て
、
故
人
の
死
去
と
立
石
と
の
聞
に
か
な
り
の
時
間
的
空
白
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

る
こ
と
で
、
十
五
年
と
い
う
の
も
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
、
筆
者
も
承
知
の
上
で
あ
る
。
し
か
し
、

し
ば
し
ば
見
ら
れ

」
こ
で
は
、
敢
え
て
こ
の

463 

主
人
公
萎
房
の
卒
去
し
た
一
二
四

O
年
と
一
二
五
五
年
の
立
石
と
の
聞
の
十
五
年
聞
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
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一
二
五
五
年
と
言
え
ば
、
既
に
山
東
で
の
李
壇
の
地
位
は
確
立
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
時
期
に
立
て
ら
れ
た
、
萎
房
の
墓
碑
に
書

か
れ
て
い
る
主
題
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
彼
と
李
全
と
の
閲
係
で
あ
り
、
李
種
の
支
持
の
下
で
の
、
房
の
二
子
に
よ
る
父
の
地
位
の
縫

承
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
李
全
の
死
後
に
す
ぐ
李
壇
が
地
位
を
縫
承
し
た
の
な
ら
と
も
か
く
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど

考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
萎
氏
兄
弟
は
、
父
房
の
死
後
、
李
壇
の
登
場
を
倹
っ
て
-
初
め
て
、

父
の
地
位
を
縫
承
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
聞
に
菱
氏
に
何
が
有
っ
た
の
か
は
分
ら
な
い
が
、
縫
承
の
た
め
に
は
、
李
道
に
よ
っ
て
「
父
の
功
」
が
「
蛙
」
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

な
紋
況
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
墓
碑
の
中
で
は
、
彼
等
の
父
房
と
李
壇
の
「
父
」
李
全
と
の
結
び
附
き
が
語
ら

れ
、
「
子
」
李
壇
に
よ
る
、
兄
弟
へ
の
任
命
が
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
石
刻
は
、
そ
う
い
っ
た
立
場
に
あ

っ
た
萎
氏
に
よ
る
、
李
壇
へ
の
オ
マ

l
ジ
ュ
と
し
て
の
一
一意
味
を
持
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
、
結
論
ョ
つ
け
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
話
を
面
白
く
し
す

ぎ
る
と
の
、
批
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
か
。

四

李

壇

の

支

配
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も
う

一
度、

「
段
氏
修
建
組
坐
記
」
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
昌
祭
鯨
提
領
と
な
っ
た
段
絡
の
そ
の
後
に
つ
い
て
、

愛
に
歳
を
歴
、
時
の

一
境
の
民
を
し
て
各
々
回
里
に
安
ん
ぜ
し
め
、
歎
息
怨
恨
の
愁
を
無
か
ら
し
め
、
愈
々
其
の
功
を
椴
う
。
提
領
密
州

い
ま
だ
政
を
報
ぜ
ざ
る
聞
に
し
て
、
縦
陽
の
官
吏
、

事
に
遜
る
に
、

公
の
徳
を
想
い
、
公
の
義
を
仰

(
問
)

ぎ
、
こ
れ
を
欽
戴
せ
ん
こ
と
を
願
い
、
特
に
大
督
相
公
に
聞
す
。
公
迭
に
其
の
意
を
嘉
し
、
復
た
昌
祭
豚
事
を
宰
せ
し
む
。

昌
祭
の
老
幼
、

公
の
廉
を
慕
い

す
な
わ
ち
、
昌
築
鯨
で
貫
績
を
あ
げ
た
彼
が
、
提
領
密
州
事
に
遁
轄
さ
せ
ら
れ
よ
う
と
し
、

い
っ
た
ん
人
事
は
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
前
後
し

て
、
昌
築
の
人
ん
べ
か
ら
反
射
運
動
が
お
こ
っ
て
、
段
締
は
昌
築
牒
に
戻
り
、
提
領
昌
祭
事
に
復
蹄
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
段
氏

が
、
時
の
権
力
者
も
無
視
出
来
な
い
程
の
勢
力
を
在
地
に
持
っ
て
い
た
存
在
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
李
壇
も
ま
た
、
李
全
と
同
様
に
、

在
地
の
有
力
者
を
取
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
支
配
を
築
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。



し
か
し
、

「
段
氏
修
建
組
筆
記
」
を
見
て
い
く
と
、

や
が
て
力
関
係
は
獲
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
碑
末
に
あ
る
立

碑
者
の
名
は

膿
州
膝
豚
知
丞
管
民
官
次
男
段
慶

明
威
将
軍
知
昌
築
鯨
事
管
民
官
段
締
立
石

唯
一
出
仕
し
て
い
る
彼
の
次
男
段
慶
(
長
男
役
質
は
若
死
し
て
い
る
し
、
他
の
諸
子
は
出
仕
し
て
い
な
い
)
は
膝

鯨
の
丞
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
碑
文
に
は
、
「
夫
れ
慶
は
、
幼
く
し
て
義
を
懐
き
、
身
を
致
し
て
主
に
事
え
、
地
を
揮
ば
ず
し
て
躯
を
摘

(

初

〉

し
て
難
を
済
う
。
龍
廷
に
表
奏
し
て
、
金
幣
羊
馬
を
寵
錫
せ
ら
れ
、
膝
廓
丞
を
外
授
せ
ら
る
」
と
あ
り
、
こ
の
人
事
が
上
か
ら
の
命
令
に
よ
る

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
見
る
と
、

も
の
で
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。

し
か
も
、
藤
勝
は
同
じ
山
東
と
は
い
っ
て
も
、
昌
祭
と
は
、
父
締
の
時
の
密
州
以
上
に
離
れ
て
い
る
。
そ

の
膝
牒
へ
慶
は
「
地
を
捧
ば
ず
し
て
」
赴
任
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
段
氏
が
、
締
が
昌
祭
で
の
地
位
を
維
持
し
て
い
る
も
の
の
、
か
つ

て
の
彼
が
異
動
を
拒
否
で
き
た
時
と
は
異
な
っ
て
、
在
地
か
ら
切
離
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
事
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

李
全
や
李
壇
の
支
配
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
具
帥
程
的
に
は
ほ
と
ん
ど
分
ら
な
い
し
、

さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
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流
賊
的
性
格
か
ら
考
え
て
、
果
し
て
支
配
と
い
っ
た
事
が
、
現
貧
に
行
れ
て
い
た
の
か
自
世
に
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
支
配
の
桂
制
を

考
え
て
み
よ
う
と
し
て
も
、
例
え
ば
菱
氏
の
場
合
、
か
な
り
贋
い
範
圏
を
そ
の
劃
象
と
す
る
官
職
名
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
そ
こ

「
腰
離
宮
密
寧
海
」
と
い
え
ば
、
山
東
の
牢
島
部
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
現
賓
に
、
萎
房
が
李

全
の
部
下
と
し
て
こ
れ
ら
の
地
域
の
支
配
を
捨
嘗
し
て
い
た
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
官
職
名
だ
け
で
い
い
と
い
う
の
で
あ
れ

〈

公

)

ば
、
李
全
に
先
行
し
た
楊
安
見
も
百
官
を
置
い
た
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
各
地
で
、
輿
え
ら
れ
、
或
い
は
名
乗
ら
れ
た
官
位
や
官
職

に
奉
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
極
端
な
場
合
に
は
、
各
自
の
自
稽
を
上
位
の
者
が
承
認
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
牧
野
修
二
氏

(

幻

〉

が
『
黒
韓
事
略
』
等
を
引
か
れ
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
皐
に
名
前
の
上
で
、
あ
る
地
域
に
つ
い
て
の
官
職
名
が
存
在
し
て
い

る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
貨
の
支
配
を
反
映
し
て
い
る
と
は
、
と
て
も
言
え
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
、
こ
の
段
氏
の
息
子
段
慶
が
、
膿

465 



466 

豚
の
丞
と
し
て
遷
轄
の
封
象
と
な
り
、
赴
任
し
て
い
る
事
貫
は
、
李
氏
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
範
圏
に
お
け
る
李
壇
の
支
配
が
確
立
し
、
制

度
化
さ
れ
た
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
つ
の
誼
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
つ
、
科
撃
を
め
ぐ
る
問
題
が
あ
る
。

李
道
に
よ
る
支
配
を
め
ぐ
っ
て
は
、

す
な
わ
ち
、

表
に
掲
げ
た
、
『
民
闘
機
勝
士
山
』
所
牧
の

『
離
豚
志
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
碑
に
は
、
圃
も
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
『
離
豚

ま
た
移
録
さ
れ
て
い
る
文
の
部
分
の
内
容
は
、
宣
聖
廟
の
四
至
の
み
で
あ
り
、
日
附
と
関
係
者

(

幻

)

の
氏
名
は
あ
る
が
、
試
院
は
も
と
よ
り
宣
聖
廟
に
つ
い
て
も
、
建
立
の
具
鎧
的
経
過
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
宣
聖
廟
の
建
築
に
闘
し

て
は
、
至
元
一
五
年
(
一
二
七
八
〉
の
「
離
州
重
修
宣
聖
廟
記
」
(
や
は
り

『縦
豚
志
』
巻
四
O
に
移
録
)
に
も
、
こ
の
時
に
、
盆
都
行
省
郎
中
粂
縦

ハ
斜
)

州
事
の
顧
提
に
よ
っ
て
、
般
の
建
物
で
は
あ
る
が
、
宣
聖
廟
が
建
て
ら
れ
た
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
碑
だ
け
で
は
、
試

院
が
、
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
建
て
ら
れ
た
の
か
を
明
確
に
で
き
ず
、
従
っ
て
、
科
奉
と
の
関
係
を
云
々
す
る
の
は
、
は
ば
か
ら

れ
る
が
、
し
か
し
、
「
新
試
院
園
」
と
稽
す
る
も
の
が
あ
る
以
上
、
何
ら
か
の
建
築
は
行
わ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
科
撃
が
賓
施
は
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
た
め
の
準
備
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
漢
人
世
侯
と
し
て
は
、
東
卒
の
厳
賓
の
皐
問

(

お

〉

保
護
、
東
卒
府
間
四
干
の
繁
築
が
有
名
で
あ
る
が
、
李
道
も
皐
聞
を
好
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
史
料
で
も
、
『
清
容
居
士
集
』
巻
二
九
の

『
中
毒
集
』
巻
九
の
「
教
賜
保
定
郭
氏
先
壁
碑
銘
」
に
見
え
る
、
部
経
を
招

「
縦
州
新
試
院
固
」

〈
一
二
五
九
立
石
)
の
存
在
で
あ
る
。

志
』
は
、
残
念
な
が
ら
園
を
載
せ
て
お
ら
ず
、
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「
膝
鯨
尉
徐
君
墓
誌
銘
」
の
「
壇
喜
儒
云
々
」
と
い
う
記
事
や
、

(

お

〉

抽
判
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
よ
う
な
記
事
に
よ
っ
て
も
、
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
石
刻
の
存
在
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
一
つ
の
材
料
を
得
た

と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
も
し
、
こ
の
試
院
に
よ
っ
て
、
科
奉
の
寅
施
を
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
山
東
に
於
い
て
李
氏
、が
、
恒
久
的
な
漢
人

政
権
の
樹
立
を
考
え
て
い
た
可
能
性
も
出
て
く
る
。

ま
た
、
在
融
州
の
碑
記
に
よ
っ
て
、
李
氏
自
睦
に
つ
い
て
も
、
従
来
以
上
の
事
が
分
る
。
そ
れ
は
、
「
搬
州
新
試
院
園
」
を
は
じ
め
と
し
て
、

「
重
修
詩
聖
院
記
L

(

一
二
五
九
立
石
)
、

「
崇
寧
院
記
」
(
三
=
ハ
一
立
石
)
な
ど
に

「
元
帥
縦
陽
軍
節
度
使
李
理
」
と
い
う
名
が
見
え
る
黙
で
あ

る
。
李
理
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
、
後
至
元
四
年
(
一
一
一
一
一
一
一
八
)
に
立
て
ら
れ
た
、

「
大
元
贈
准
東
宣
慰
使
金
故
腰
西
郡
王
沼
氏
盛
碑
」
(
『
縦
豚



志

』

巻

四

一

に

移

鋒

〉

に

も

名

が

見

え

る

。

こ

の

碑

は

、

「

残

砕

し

、

分

れ

て

三

石

と

漏

る

。

尺

寸
行
数
、
皆
計
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
述
べ
て
、
移
録
を
行
っ
て
い
な
い
よ
う
に
、
そ
の
内
容
を
た
ど
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
難
し
い
が
、

『
櫛

牒
志
』
に
は
拓
本
に
擦
っ
て
、
残
文
が
丁
寧
に
移
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
「
壇
之
弟
縦
陽
軍
節
度
使
李
理
、
嘗
醐
酒
欲
刃
ハ
下
鉄
〉
」
の

一
句
が
あ
っ
て
、
彼
と
壇
が

「
兄
弟
」
で
あ
る
こ
と
が
分
る
〈
こ
の
鉄
落
の
後
に
績
く
部
分
に
も
、
李
理
の
行
献
を
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
文
章
が
績
き
、

(

幻

〉

こ
の
碑
の
破
損
が
惜
ま
れ
る
〉
。

『
山
左
金
石
志
』
巻
二
四
に
お
け
る
著
録
が
、

李
壇
が
李
全
の
義
見
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
賓
の
親
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
前
引
の
『
費
乗
』
の
記
事
を
は
じ
め
多
く
の
史
料
に

霊
園
か
れ
て
い
て
、

よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
、
李
理
も
義
見
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

し
た
結
果
、
楚
州
で
起
こ
っ
た
混
凱
の
中
で
、
李
全
の
弟
李
一踊
と
と
も
に
、
全
の
「
次
妻
」
劉
氏
や
「
次
子
」
が
殺
さ
れ
た
事
が
、

〈

お

)

の
李
全
俸
に
み
え
る
か
ら
、
李
全
に
は
、
少
な
く
と
も
二
人
の
「
子
供
」
が
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
『
費
東
野
語
』
の

「李
全
」
の
保

(

m

m

)

 

が
言
う
よ
う
に
、
李
一
塩
が
、
李
全
に
子
が
な
か
っ
た
た
め
の
養
子
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
か
も
、
こ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
李
壇
の
他
に
李
理

一
二
二
七
年
に
李
全
が

モ
ン
ゴ
ル
に
降
服

『
宋
史
』

と
い
う
義
見
の
存
在
が
確
認
出
来
る
事
か
ら
、
李
全
の
も
と
に
義
見
集
圏
が
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お

わ

り

る
こ
と
に
は
、
嘗
然
危
険
も
あ
る
し
、

以
上
、
石
刻
史
料
の
常
と
し
て
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
す
ぐ
れ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
、

ま
た
、
李
壇
を
考
え
る
上
で
謎
と
で
も
言
う
べ
き
、
李
全
が
死
に
、
楊
氏
も
数
年
後
に
死
ん
だ
一
二
三

一
般
論
化
す

0
年
代
後
牢
か
ら
、

五

0
年
代
-初
め
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
石
刻
も
ほ
と
ん
ど
な
い
が
(
た
だ
し
、
段
締
の
例
を
一
二
四
六
年
と
す
る
考
え
が
正
し
い

と
す
れ
ば
、
既
に
こ
の
時
黙
で
、
季
連
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
事
が
確
認
出
来
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
)
、

そ
れ
で
も
、

従
来
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

史
料
の
な
か
っ
た
、
李
氏
父
子
の
時
代
に
お
け
る
山
東
の
牢
島
部
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
新
し
い
知
見
を
附
け
加
え
る
事
が
出
来
た
の
で
は
な

467 

い
か
と
考
え
て
い
る
。
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な
お
、
三

O
頁
に
掲
げ
た
リ
ス
ト
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
分
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
碑
刻
の
多
く
は
、
民
園
に
入
っ
て
か
ら
編
ま
れ
た

地
方
志
所
牧
の
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
つ
い
最
近
ま
で
は
、
現
地
に
存
在
し
て
い
た
筈
の
も
の
で
あ
る
(
『
灘
豚
志
』
に
至
つ
て
は
一
九
四
一

年
の
も
の
で
あ
る
〉
。

抗
日
戦
争
、
圏
共
内
戦
、

文
革
を
経
た
今
、
例
え
ば
「
沼
氏
壁
碑
」
が
た
ど
っ
た
よ
う
に
(
註
幻
参
照
)
、

さ
ら
に

そ
の
運
命
は
必

ず
し
も
楽
観
出
来
な
い
が
、
現
地
に
お
い
て
、
質
物
に
つ
い
て
調
査
す
る
事
が
可
能
と
な
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
山
東
祉
舎
に
つ
い
て
、

様
々
な
面
を
解
明
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

註(

1

)

「
李
殖
の
叛
飢
と
そ
の
政
治
的
意
義
」
(
東
洋
史
研
究
第
六
径
四
鋭
、

一
九
四
一
〉
、
「
元
朝
の
封
漢
人
政
策
」
(
東
亜
研
究
所
報
第
一
一
一
一
一
鋭
、

一
九
四
三
)
。

(

2

)

池
内
宏
「
李
全
論
」
〈
祉
禽
文
化
史
率
第
一
四
続
、
一
九
七
七
〉
、

「
モ
ン
ゴ
ル
の
金
園
経
略
と
漢
人
世
侯
の
成
立
」
(
四
園
祭
院
大
皐
論

集
第
四
六
、
四
八
、
四
九
銃
、
四
閣
泉
院
大
皐
創
立
三

O
周
年
記
念
論

文
集
、
一
九
八

O
、
一
)
他
。
藤
島
建
樹
コ
冗
朝
治
下
に
お
け
る
漢
人

一
族
の
歩
み
1

藁
城
の
董
氏
の
場
合
」
〈
大
谷
皐
報
第
六
六
巻
三
鏡
、

一
九
八
六
)
。
野
津
佳
美
「
張
柔
軍
闘
の
成
立
過
程
と
そ
の
構
成
」
(
立

正
大
事
大
皐
院
年
報
第
三
抗
、
一
九
八
六
)
、
「
モ
ン
ゴ
ル
太
宗
定
宗
期

に
お
け
る
史
天
津
の
動
向
」
(
立
正
大
事
東
洋
史
論
集
第
一
一
説
、
一
九

八
八
)
。

(
3
〉

註
(

2

)

参
照
。

(

4

)

「
元
代
前
半
期
の
碑
刻
に
見
え
る
科
穆
制
度
用
語
(
上
)
」
(
奈
良
大

間
半
紀
要
第

一
一
鋭
、
一
九
八
二
)
、
「
湾
南
路
数
授
李
庭
寅
を
め
ぐ
っ

て
」
(
谷
川
道
雄
編
『
中
園
士
大
夫
階
級
と
地
域
社
舎
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
総
合
的
研
究
』
、
一
九
八
三
)
。

ハ
5
)

由
此
言
之
、
忠
義
之
風
、
湾
俗
震
多
。
不
幸
残
金
之
鋭
、
李
全
父
子

盗
嬢
此
方
、
戸
編
盛
岡
兵
、
人
数
之
戟
。
父
叛
子
南
、
子
叛
子
北
。
衣

冠
之
族
繁
盛
周
卒
伍
、
忠
義
之
俗
染
以
悪
名
。
全
起
群
盗
、
的
不
知
何

人
。
養
子
理
本
徐
希
稜
之
子
、
叉
出
異
類
、
非
湾
氏
族
。
客
凱
山

東
、
劫
民
魚
逆
、
自
速
謙
夷
。
然
敗
俗
汚
善
、
不
可
不
排
。

三
行
自
の
「
的
」
を
、
本
文
で
は
「
的
に
」
と
讃
ん
だ
が
、
「
全
は

も
の

群
盗
よ
り
起
こ
り
た
る
的
」
と
す
べ
き
か
も
し
れ
ぬ
。
い
さ
つ
れ
に
せ

よ
、
こ
こ
だ
け
が
俗
語
的
で
不
釣
合
で
あ
る
。
或
は
街
字
か
も
し
れ
な

B
U
 

(
6
〉
『
通
鑑
績
編
』
は
、
元
末
明
初
の
人
陳
極
の
編
に
な
る
編
年
鐙
の
史

書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

牽
北
の
園
立
中
央
園
書
館
所
臓
の
至
正
十

一
年
昭
陽
顧
氏
松
江
刊
本
の
景
照
木
に
擦
っ
た
。

(

7

)

舎
金
季
大
鋭
、
阻
山
潰
海
之
郷
、
盗
賊
尤
織
、
千
寓
魚
群
、
噺
褒
林

谷
、
比
獄
人
以
充
食
。
居
民
苦
之
、
不
能
自
活
。

公
有
憂
衆
之
心
、
依
然
以
済
物
篤
己
任
、
途
糾
合
土
豪
、
率
集
義

抜
、
冒
患
難
、
歴
懇
危
、
被
竪
執
鋭
者
累
年
、
寛
以
滋
版
元
兇
、
卒

- 42ー
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其
徐
黛
。
一
方
之
人
、
頼
公
得
存
者
、
不
可
勝
記
。

『
金
史
』
巻

一
五
「
宣
宗
本
紀
中
」
輿
定
二
年
五
月
辛
巳

爽
州
民
曲
貴
殺
節
度
経
略
使
内
族
鱒
奴
、
自
祷
元
帥
、
構
宋
人
嬢
城

叛
。
山
東
招
撫
司
遺
提
控
王
庭
玉
・
招
撫
副
使
糞
掴
阿
魯
答
等
討
卒

之
、
斬
僑
統
制
白
珍
及
牙
校
教
十
人
、
生
禽
貴
及
僑
節
度
使
呂
忠
等

十
徐
人
、
議
之
。
乃
命
庭
玉
保
茶
、
朱
深
保
密
、
阿
魯
答
保
寧
海
、

以
安
輯
其
民
。

時
少
保
相
公
李
君
、
方
以
整
頓
山
東
篤
務
。
開
其
忠
義
而
嘉
之
、
特

授
以
本
州
同
知
之
職
。

「
美
一
房
墓
碑
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

自
斯
販
後
、
積
有
勅
致
、
累
遜
至
昭
武
大
将
軍
元
帥
左
監
軍
寧
海
州

刺
史
。
公
撫
治
有
方
、
政
崇
寛
筒
、
弱
行
動
像
、
以
率
其
下
、
合
境

化
之
、
風
俗
歪
袋
、
民
之
富
庶
、
倍
於
郷
郡
、
朝
廷
鐙
其
能
、
加
授

ふ修
機
菖
密
寧
海
等
州
総
管
首
門
戸
、
の
錫
金
符
以
寵
之
。

(
ロ
〉
嗣
後
山
東
准
南
等
路
行
省
相
公
李
君
、
先
少
保
之
子
也
。
念
公
之

徳
、
欲
旋
其
代
、
途
表
其
長
子
、
伴
承
徳
管
之
符
節
、
次
子
停
製
本

郡
刺
史
之
職
。

(
臼
〉
「
玄
都
観
碑
」
に
は
、
突
の
よ
う
に
あ
る
。

本
郡
口
管
民
元
帥
長
官
輿
其
弟
元
帥
太
守
二
菱
公
、
以
文
徳
並
播
於

英
襲
、
以
武
功
同
馳
於
偉
替
、
政
成
多
限
、
滋
賀
重
玄
、
喜
摘
珍
物
、

茂
賛
仙
風
、
以
衣
名
宮
田
駅
仕
、
大
賀
富
商
、
各
織
的
常
識
之
豊
口
、
統

助
盛
縁
之
庚
費
。

(

H

)

『
同
治
重
修
寧
海
州
士
山
』
巻
二
一
・
長
更
に
は
、
「
天
水
郡
開
園
侯
」

の
肩
書
き
を
加
え
た
形
で
、
美
氏
兄
弟
の
名
が
見
え
、
と
く
に
、
思
聴

に
つ
い
て
は
、
「
見
交
登
弓
招
討
碑
」
と
あ
る
。
た
し
か
に
文
登
の
有

(

9

)

 

〈

印

)

(

日

)

力
者
と
し
て
弓
氏
が
存
在
し
、
こ
の
碑
に
封
簡
略
し
そ
う
な
碑
と
し
て
、

至
元
一
九
年
の
「
放
招
討
弓
公
紳
道
碑
」
〈
『
民
園
文
登
豚
志
』
巻
八

上
・
人
物
一
に
移
録
)
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
美
氏
兄
弟
の
名
は
見

え
な
い
。

(
日
)
績
至
盆
都
。
有
義
軍
李
帥
、
見
公
異
於
諸
子
。
年
十
有
五
。
李
帥
試

以
所
能
、
凡
事
威
得
其
宜
、
知
公
可
用
、
以
篤
親
兵
。
園
王
南
来
、

李
帥
迎
降
、
承
制
以
唖
刷
会
都
行
省
。
西
拒
金
人
、
南
御
楚
定
、
日
尋

干
支
、
以
相
征
討
。
公
信
用
家
終
、
常
骨
園
前
鋒
。
攻
楚
州
則
張
費
弧
以

先
登
、
製
海
州
則
蒙
泉
比
先
犯
。
喜
公
駿
勇
、
委
鴬
爪
牙
。
(
引
用
は

『
盆
都
豚
闘
志
』
に
よ
っ
た
、
註
〈
お
〉
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
)

た
だ
し
、
こ
の
碑
文
の
内
容
に
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
残
年

か
ら
逆
算
す
る
と
、
董
進
が
一
五
歳
と
言
え
ば
、
二
二
四
年
で
あ

る
。
確
か
に
李
全
は
既
に
登
場
し
て
い
た
が
、
盆
都
に
地
盤
を
有
し
て

い
た
か
ど
う
か
、
微
妙
で
あ
る
。
萎
房
の
墓
碑
が
寧
海
州
に
つ
い
て
述

べ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
は
混
鋭
期
で
あ
り
、
こ
の
碑
文
が
言
う
よ
う

に
、
本
嘗
に
彼
が
最
初
か
ら
李
全
の
下
に
い
た
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ

る
。
こ
う
し
た
黙
は
石
刻
史
料
の
持
つ
厄
介
さ
と
言
え
よ
う
。

(
日
〉
帥
銃
卒
定
山
東
、
志
呑
准
海
、
因
攻
揚
州
、
残
於
城
下
。
公
率
磨
下
、

推
英
夫
人
楊
氏
、
権
主
軍
務
、
衆
皆
悦
服
。
越
明
年
楊
氏
入
相
眠
、
得

紹
失
職
。
般
公
以
軍
帥
之
名
、
使
代
征
成
之
労
。
叉
常
〈
常

一
字

『
盆
都
金
石
記
』
に
よ
っ
て
補
う
)
乗
停
赴
閥
、
奏
事
進
貢
諸
物
。

楊
氏
辞
政
、
公
亦
尋
解
兵
柄
、
改
署
高
密
奏
。

な
お
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
既
に
愛
宕
松
男
氏
が
、
「
李
壇
の

叛
鋭
と
そ
の
政
治
的
一
意
義
」
の
中
で
引
か
れ
て
い
る
が
、
出
典
文
献
名

は
、
な
ぜ
か
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

- 43ー
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随
山
東
准
南
都
行
省
相
公
、
移
遜
都
統
制
粂
授
承
節
郎
畠
祭
綜
令
、

提
領
軍
民
。
次
随
蒙
古
大
朝
太
師
園
王
、
陸
宣
武
賂
軍
、
依
昌
祭
鯨

令
撫
治
軍
二
十
徐
載。

(
凶
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
つ
の
解
答
の
可
能
性
を
輿
え
る
の
が
、
李

砲
と
塔
察
見
と
の
姻
戚
関
係
の
存
在
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
周
良
寄
氏

が、

「李
砲
之
飢
輿
元
初
政
治
」
〈
元
史
及
北
方
民
族
史
研
究
集
刊
第

四
期
、
一
九
八
O
)
に
お
い
て
、
明
の
祝
允
明
『
前
聞
記
』
(
『
紀
録
奨

編
』
所
牧
)
の
「
李
斑
」
の
僚
の
記
事
に
竣
っ
て
指
摘
さ
れ
、
さ
ら

に
、
杉
山
正
明
氏
が
、
「
ク
ピ
ラ
イ
政
権
と
東
方
三
王
家
」
(
東
方
皐

報
京
都
第
五
四
郎
、
一
九
八
二
〉
に
お
い
て
、
弱
経
の
「
再
興
宋
園
南

准
制
置
使
書
」
(
『
秘
文
忠
公
集
』
径
三
七
所
枚
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
ち
ら
の
方
が
史
料
債
値
は
高
い
〉
で
、
確
認
で
き
る
こ
と
を
論
じ
ら

れ
た
、
李
斑
の
二
番
目
の
妻
が
務
察
見
の
妹
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、

一
二
=
二
ハ
年
に
行
わ
れ
た
丙
申
年
の
分
援
に
お
い
て
、
盆
都
一
柳
が
斡

赤
斤
家
に
輿
え
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
一
通
が
盆
都
行
省
と
し
て

出
現
し
得
た
理
由
と
な
り
得
る
大
き
な
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
と
て
も
、
こ
の
婚
姻
と
盆
都
行
省
李
理
の
出
現
と
の
前
後
関
係
が
不

明
な
限
り
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
。

(
叩
口
)
愛
歴
鋭
、
使
時
一
境
之
民
各
安
田
里
、
無
歎
息
怨
恨
之
愁
、
愈
磁
其

功
。
遜
提
領
密
州
事
、
未
報
政
閥
、
而
縦
陽
之
官
吏
、
日
田
繁
之
老

幼
、
首
相
公
之
際
、
想
公
之
徳
、
仰
公
之
義
、
願
欽
戴
之
、

特
聞
於
大

督
相
公
。
公
途
嘉
英
意
、
復
宰
昌
雌
京
師
脈
事
。

一
行
自
の
「
使
時
」
二
字
、
或
は
入
替
え
て
「
愛
に
歳
時
を
歴
て
云

々
」
と
諌
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、

『
昌
祭
豚
績
志
』

し
か
テ
キ

ス

ト
が
存
在
し
な
い
以
上
、
本
文
の
よ
う
に
璃
叫
ん
で
お
く
。
地
方
志
所
牧

(
げ
)

の
石
刻
史
料
の
場
合
、
他
に
テ
キ
ス
ト
が
無
い
こ
と
が
少
な
く
な
く
、

文
字
に
疑
問
が
生
じ
て
も
確
め
よ
う
が
な
い
。
こ
の
黙
か
ら
も
、
現
地

調
査
が
智
一
亨
ふ
れ
る
。

(
初
)
夫
慶
幼
而
懐
義
、
致
身
事
主
、
不
揮
地
而
指
躯
済
難
。
表
奏
龍
廷
、

寵
錫
金
幣
羊
馬
、
外
授
膝
豚
丞
。

(
幻
)
『
金
史
』
径
一

O
二
僕
散
安
貞
停

(
貞
一
疏
二
年
)
登
州
刺
史
秋
格
開
門
納
僑
郷
都
統
、
以
州
印
付
之
、

郊
迎
安
児
、
渡
的情
綴
以
凪
刀
成
。
安
見
途
僧
鋭
、
置
官
属
、
改
元
天

順。

凡
符
印
詔
表
儀
式
皆
格
草
定
。

(n〉
牧
野
修
二
「
元
朝
中
書
省
の
成
立
」
(東
洋
史
研
究
第
二
五
各
三
説
、

一
九
六
六
)
。

(
幻
)
『
縦
豚
士
山
』
の
注
記
に
は
、
こ
の
碑
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。右

闘
在
縦
州
重
修
城
記
碑
後
。
額
題
縦
州
新
試
院
図
三
行
家
謡
、
闘

末
題
字
六
行
、
行
多
者
二
十
八
字
正
書
。
在
豚
皐
。

(
M
)

「
縦
州
重
修
宣
聖
廟
記
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

時
放
在
己
未
春
、
前
盆
都
行
省
郎
中
願
提
子
美
者
、
粂
権
縦
州
事
。

側
其
故
基
、
命
匠
起
殿
於
其
上
。
時
公
以
透
務
俊
億
、
未
暇
完
口
、

姑
以
車
瓦
波
之
、
期
於
再
管
。
未
幾
、
公
因
疾
物
故
、
縫
而
叉
穣
丘
ハ

鎖
、
途
駿
其
事
(
下
略
〉
。

(
お
〉
東
卒
に
お
け
る
皐
術
に
つ
い
て
は
、
安
部
健
夫
「
元
代
知
識
人
と
科

傘
」
(
『
元
代
史
の
研
究
』
所
枚
)
、
お
よ
び
高
橋
文
治
「
泰
山
皐
娠
の

末
沓
逮
」
(
東
洋
史
研
究
第
四
五
巻
一
鋭
、
一
九
八
六
)
を
参
照
。

(
お
〉
『
中
奄
集
』
巻
九
「
救
賜
保
定
郭
氏
先
坐
碑
銘
」

中
統
前
、
青
冠
壇
馳
書
幣
、
招
陵
川
。
陵
川
謀
於
公
。
公
回
、
世
所
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重
名
輿
利
耳
、
若
利
先
生
皐
術
道
徳
傾
一
世
、
実
利
震
若
名
、
名
在

朝
廷
、
山
東
梁
取
也
。
陵
川
途
僻
之
。

と
こ
ろ
で
、
『
中
苓
集
』
の
通
行
本
は
『
四
庫
全
書
珍
本
三
集
』
所

枚
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
勝
れ
て
い

る
、
牽
北
の
閣
立
中
央
闘
書
館
所
蔵
の
元
刊
本
の
景
照
本
に
援
っ
た

〈
こ
の
本
は
、
巻
構
成
そ
の
他
『
四
庫
金
書
珍
本
三
集
』
本
と
は
異
な

る〉。

(
幻
〉
『
機
豚
士
山
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
り
、
拓
本
に
譲
っ
た
こ

と
、
こ
の
碑
が
さ
ら
に
破
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。

(
略
〉
此
本
係
民
園
初
年
所
拓
、
較
郭
本
碑
陽
多
三
石
碑
陰
多
一

石
。
碑
文
三
十
四
行
、
毎
行
以
文
理
推
之
、
約
七
十
字
。
(
略
〉
民

471 

(
叩
却
〉

園
十
七
年
、
村
民
因
防
匪
故
、
叉
勝
残
石
御
岳
周
坪
端
、
今
僅
徐
一
小

石
失
。

『
宋
史
』
李
全
俸

於
是
衆
帥
兵
趨
場
氏
家
、
(
李
)
一
漏
出
、
(
郊
)
徳
手
刀
之
、
相
屠
者

数
百
人
。
有
郭
統
制
者
、
殺
全
次
子
、
(
閤
)
逼
殺
一
一
婦
人
、
以
篤

楊
氏
、
函
其
首
弁
一
繭
首
馳
献
子
ハ
楊
)
紹
雲
。
(
中
略
〉
未
幾
簿
楊

氏
故
無
慈
。
婦
人
頭
乃
全
次
妻
劉
氏
也
。

『
斉
東
野
語
』
巻
九
李
全

其
雛
松
寄
者
、
乃
徐
希
稜
之
子
。
買
渉
開
闘
維
揚
目
、
嘗
使
奥
諸
子

同
準
。
其
後
全
無
子
、
屡
託
渉
祝
之
、
渉
以
希
稜
向
輿
之
念
、
途
命

輿
之
、
後
更
名
遣
云
。

(
m
m〉
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